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越前たけふ駅パーク・アンド・ライド駐車場管理機器整備事業に係る基本協定書(案) 

 

越前市（以下「発注者」という。）及び●●●●（以下「受注者」という。）は、越前た

けふ駅パーク・アンド・ライド駐車場管理機器整備事業（以下「本事業」という。）の実施

に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結

する。 

 

第１章 総則 

（目的）  

第１条 本協定は、越前市駐車場設置及び管理条例（平成１７年越前市条例第１７８号）並

びに関係法令等の定めるところに従い、発注者と受注者が相互に協力し、本事業を確実

かつ円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 

 

（受注者の遵守事項） 

第２条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、実施にあたっては、その趣

旨を尊重するものとする。 

２ 受注者は、本協定に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継さ

せ、又はその権利を担保に供することはできないものとする。ただし、事前に書面により

発注者に申請し、承諾を得た場合は、この限りではない。 

３ 受注者は、合弁、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに発

注者に申請し、承諾を得るものとする。 

４ 受注者は、発注者から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終

了後においても第三者に漏らしてはならないものとする。 

 

第２章 事業の概要 

 

（事業内容）  

第３条 本事業は、本事業に係る特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）及び本事業に

係る要求水準書（以下「要求水準書」という。）、本事業の総合評価落札方式において提

出した技術提案書（以下「技術提案書」という。）に基づき、本協定締結後、発注者との

協議を経て確定する事業内容を包括的に確実に実施するものとする。 

２ 本事業の内容は下記のとおりとする。 

（１）設計・設置工事 

工事名 ：越前たけふ駅パーク・アンド・ライド駐車場管理機器設計・設置工事その１

～その６（以下「設置工事」という。） 

工事場所：市道第4529号線 越前市大屋町外地係 
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（越前たけふ駅パーク・アンド・ライド第１～第３駐車場） 

供用開始日：令和９年１月１５日 

（２）管理業務 

業務名 ：越前たけふ駅パーク・アンド・ライド駐車場管理業務 

業務箇所：越前市大屋町地係 

  業務内容：要求水準書及び技術提案書を基に発注者と協議を行い、技術提案で示された

管理費を参考に見積りを徴収し、市の予算の範囲内で随意契約するものとし、

主な業務内容は次のとおりとする。 

（ア）トラブルに関する対応業務  

（イ）駐車場機器の保守・メンテナンス管理に関する業務  

（ウ）使用料金の徴収および発注者への報告に関する業務  

（エ）その他駐車場管理に必要な事項  

 

（事業期間） 

第４条 本協定の事業期間は、駐車場管理機器の存する期間として本協定締結日から令和１

９年３月３１日までとする。ただし、発注者は、事業期間の終了日までに、受注者と協議

の上、事業期間を延長することができるものとする。なお、本協定が解除された場合にお

ける事業期間の終了日は、発注者が定め、別途、受注者に通知するものとする。 

 

第３章 事業実施に当たっての負担区分等 

 

（リスク分担）  

第５条 管理業務における責任及びリスク分担の考え方は、受注者が実施する業務について

は、受注者が責任をもって遂行し、管理業務に伴い発生するリスクについては、原則とし

て受注者が負うものとし、下記表（事業のリスク分担表）のとおりとする。ただし、発注

者が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、発注者が責任を負うものとする。

なお、下記表に定めのない事項については、発注者と受注業者が協議の上、決定するもの

とする。 

リスクの種類 内容 市 受注者 

事故・災害時の対応 
連絡体制確保、応急措置、被害調査  ○ 

対策、復旧措置 ○  

管理上の瑕疵による損

害・事故・火災等 

受注者の管理上の瑕疵による損害・事

故・火災等 
 ○ 

市所有の施設の取り扱い 
受注者の使用上の瑕疵による損害・事

故・火災等 
 〇 
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上記以外のもの 〇  

利用者への損害賠償 
受注者の瑕疵に起因する損害  ○ 

上記以外のもの 協議 

管理業務の中止・延期 管理業務の停止などにより生じた損害 協議 

不可抗力による費用負担 
自然災害（地震・台風・大雨等）に起因す

る費用負担 
協議 

物価および人件費の変動 
急激なインフレーションまたはデフレー

ションによる費用負担 
協議 

 

（損害賠償等）  

第６条 発注者が第７条第１項第１号から第９号の規定により本協定を解除した場合、その

他、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が損害を被り又は被る恐れのある場合、受

注者は当該損害を賠償しなければならないものとする。  

 

第４章 協定の解除等 

 

（発注者による協定の解除等）  

第７条 発注者は、第４条第１項の事業期間にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事

由に該当する場合には、本協定を解除することができる。  

（１）受注者が、本協定、またはその他関係法令等に違反する行為を行った場合  

（２）本事業の目的から逸脱し、発注者からの再三の警告等が発せられても、なお改善が見

られない場合   

（３）発注者と受注者間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由

が生じた場合  

（４）受注者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更

生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合 

（５）受注者が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課滞

納による処分を受けた場合  

（６）受注者が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を

休止若しくは停止した場合  

（７）受注者が、暴力団員又は暴力団員密接関係者に該当する場合  

（８）本事業の設置工事が、契約不履行となった場合 

（９）管理機器が存する期間において、特記仕様書、要求水準書、技術提案内容を履行でき

ない場合 
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２ 受注者は、前項の規定により本協定を解除された場合、損失補償、損害賠償その他金銭

の支払いを求めることはできないものとする。  

 

（発注者と受注者の合意による協定の解除等）  

第８条 受注者は、経営状況など受注者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難と

判断される場合、本協定を解除しようとする日の３か月前までに、発注者に対して書面に

より解除の申請を行った上で、発注者と協議し、本協定を解除することができる。  

２ 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、受注者の業務区域内の施設等が滅失又

は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、受注者の責めに帰す

べき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、発注者は受注者に対して書面によ

り解除の通知を行った上で、本協定を解除することができる。  

 

第５章 補則 

 

（届出義務）  

第９条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、直ちに書面によ

り発注者に届出なければならない。  

（１）受注者の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合 

（２）受注者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更

生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合  

（３）受注者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞

納処分を受けた場合  

（４）受注者が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与

えた場合  

（５）受注者が、管理業務の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難その他の事由により、

損害を被った場合  

（６）管理業務の区域内の全部又は一部を第三者に占拠された場合 

 

（管轄裁判所）  

第１０条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の

管轄については、越前市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。

また、適用法令は日本国内法とする。 

 

（補則）  

第１１条 本協定に規定のない事項に関し、疑義が生じた場合は、発注者と受注者は、誠意

をもって協議するものとする。  



6 
 

２ 発注者と受注者は協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うこと

ができる。  

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者と受注者それぞれ記名押印の上、

各自１通を保有するものとする。  

 

令和８月  月  日  

 

発注者 越前市 

越前市府中一丁目１３－７ 

越前市長 平林 透 

 

                     受注者 ●●●● 

                          ●●●●  

●●●● 

  


